
  

議案第５１号 

長与町新図書館等複合施設建設工事（太陽光）請負契約の締結について 

令和７年９月２日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

長与町新図書館等複合施設建設工事（太陽光）請負契約を締結したいので、議

会の議決を求める。 

上記議案を提出します。 



長与町新図書館等複合施設建設工事（太陽光）請負契約の締結について 

 

 

 次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する 

条例（昭和３９年条例第１２号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

記 

 

 

１  契約の目的     長与町新図書館等複合施設建設工事（太陽光） 

 

 

２  契 約 金 額     ６３，５３２，７００円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ５，７７５，７００円） 

 

 

３  契約の相手方    長崎県長崎市西泊町２２番３８号 

             長崎運送株式会社 

代表取締役 早石 朝廣 

 

 

４  契 約 の 方 法     指名競争入札 

 

 



参考



工事名：長与町新図書館等複合施設建設工事（太陽光）

工事期間：令和８年１０月３０日限り

工事場所：長与町北陽台１丁目４番地１ほか３筆

工事内容：発電設備、集中検針設備、構内配線線路

参考



太陽光発電設備屋根伏図 参考



太陽光発電設備単線結線図
参考
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